
第３回 兵庫県海岸保全基本計画変更 検討委員会

日 時：令和７年１１月2５日（火） １０:00～1１:００
場 所：ラッセホール 5階 ハイビスカス

議 事 次 第

１ 開 会

2 あいさつ

３ 議 題

(1) 【播磨沿岸】部会の検討結果の報告及び海岸保全基本計画変更（素案）の提示

(2) 【淡路沿岸】部会の検討結果の報告及び海岸保全基本計画変更（素案）の提示

４ 閉 会

【配付資料】

・議事次第

・委員名簿

・配席図

・兵庫県 海岸保全基本計画変更 検討委員会 設置要綱

・【資料１】気候変動の影響を踏まえた海岸保全基本計画の変更について

・【資料２】技術検討部会の審議概要（播磨沿岸）

・【資料３】気候変動の影響を踏まえた播磨沿岸海岸保全基本計画の変更について

・【資料４】技術検討部会の審議概要（淡路沿岸）

・【資料５】気候変動の影響を踏まえた淡路沿岸海岸保全基本計画の変更について
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京都大学 防災研究所 教授
横浜国立大学 先端科学研究院 教授

神戸大学 大学院工学研究科 市民工学専攻 教授
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兵庫県 海岸保全基本計画変更 検討委員会 設置要綱

（目的）

第１条 令和 2年 11月に変更された「海岸保全基本方針」に基づき、防護・環境・
利用の３つの観点から、計画的かつ整合のとれた海岸保全を行うための「大阪湾（た

だし、兵庫県域に限る。）、播磨、但馬及び淡路沿岸海岸保全基本計画（以下「計画」

という。）」を策定するにあたり、学識経験者等の意見を聴くため、兵庫県海岸保全

基本計画変更検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（所掌事務）

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

一 計画の検討及び提言に関すること。

二 その他、計画策定に必要な事項に関すること。

（組織）

第３条 委員会は、次に掲げる者で構成する。

一 海岸に関し学識経験を有する者

二 海岸利用について知識を有する者

三 前二号に掲げる者のほか、必要と認める者

２ 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名

する委員がその職務を代理する。

５ 委員の任期は、令和 8年 3月 31日までとする。

（公開）

第４条 委員会の会議、検討会資料及び議事内容は、原則公開とする。

（会議）

第５条 委員会は委員長が招集し、委員長がその座長となる。

２ 委員は、委員会を欠席する場合、代理の者を出席させることができることとし、

その代理の者の出席をもって当該委員とみなす。

３ 委員長が必要と認めたときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴く

ことができる。

４ 委員長が必要と認めたときは、書面により会議を開催することができる。その場

合、委員長は、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は

賛否を問い、その結果をもって委員会の決定に代えることができる。

５ 委員は、委員会の開催場所への参集が困難と判断した場合には、ウェブ会議の方

法（インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共



有等を行う方法をいう。以下同じ。）で委員会の会議に参加することができる。

（部会）

第６条 気候変動の影響を踏まえた海岸保全施設の計画等、技術的事項を検討するた

め、必要に応じて委員会に技術検討部会（以下「部会」という。）を置くことができ

る。

２ 部会は、第３条第１項一の委員で組織する。

３ 部会に部会長を置き、部会委員の互選によって定める。

４ 部会は部会長が招集し、部会長がその座長となる。

５ 部会長は、部会を代表し、部会における審議の状況及び結果を次に開かれる委員

会に報告する。

６ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名

する委員がその職務を代理する。

７ 前条の規定にかかわらず、委員会は、その定めるところにより、部会の決議をも

って委員会の決議とすることができる。

８ 第４条及び第５条第２項から第５項までの規定は、部会について準用する。

（謝金及び旅費）

第７条 委員が委員会又は部会に出席したときは、謝金及び旅費を支給する。

２ 謝金の額は、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 35 年兵庫
県条例第 24号）に規定する港湾審議会の額と同額相当とする。
３ 第１項及び第２項の規定は、委員及び委員長が必要と認めた委員以外の者（ただ

し、行政関係者は除く。）が、委員会及び部会並びにその他委員会の職務に従事した

ときについて準用する。

（事務局）

第８条 委員会及び部会の事務局は、兵庫県農林水産部水産漁港課及び土木部港湾課

に置き、委員会及び部会の庶務を行う。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は事務局が委員会に諮り定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和 6年 10月 29日から施行する。

（招集の特例）

２ この要綱の施行の日以後最初に開かれる委員会及び部会は、第５条第１項及び第

６条第４項の規定にかかわらず事務局が招集する。


